
第四号様式

【表紙】

【提出書類】            有価証券報告書

【根拠条文】            金融商品取引法第24条第３項
【提出先】             関東財務局長

【提出日】                 年 月 日

【会計年度（又は事業年度）】 自     年 月 日 至     年 月 

日

【発行者の名称】          

【代表者の役職氏名】⑵

【事務連絡者氏名】⑶

【住所】                              

【電話番号】                            

【縦覧に供する場所】⑷ 名称

（所在地）

第１【上場債券等の状況】⑸

債券の名称 発行年月 償還年月 券面総額

会計年度（又

は事業年度）

末の未償還

額

上場金融商品取

引所名又は登録

認可金融商品取

引業協会名

上 場 又

は 登 録

年月日

第２【上場債券等に関する基本事項】

１【発行主体】

２【上場債券等の要項】

⑴【債券の名称及び記名・無記名の別】

⑵【券面総額】

⑶【各債券の金額】

⑷【発行価格及びその総額】

⑸【利率】

⑹【償還期限】

⑺【債券の管理会社】

⑻【振替機関】

３【利息支払の方法】

４【償還の方法】

５【元利金支払場所】

６【担保又は保証に関する事項】

７【債券の管理会社の職務】

８【債権者集会に関する事項】

９【課税上の取扱い】

10【準拠法及び管轄裁判所】
11【公告の方法】
12【その他】
第３【外国為替相場の推移】⑹

⑴【最近５年間の会計年度（又は事業年度）別為替相場の推移】

決算年月



最高（円）

最低（円）

平均（円）

期末（円）

⑵【最近６月間の月別為替相場の推移】

月別

最高（円）

最低（円）

平均（円）

⑶【最近日の為替相場】

円（ 年 月 日）

第４【発行者の概況】

１【発行者が国である場合】

⑴【概要】

⑵【経済】

⑶【貿易及び国際収支】

⑷【通貨・金融制度】

⑸【財政】

⑹【公債】

⑺【その他】

２【発行者が地方公共団体である場合】

⑴【概要】

⑵【経済】

⑶【財政】

⑷【公債】

⑸【その他】

⑹【発行者の属する国の概況】

３【発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合】

⑴【設立】

⑵【資本構成】

⑶【組織】

⑷【業務の概況】

⑸【経理の状況】

⑹【その他】

⑺【発行者の属する国の概況】

（記載上の注意）

⑴ 一般的事項

ａ この「記載上の注意」は、一般的標準を示したものであり、これによりがたいや

むを得ない事情がある場合には、これに準じて記載すること。

ｂ 当該有価証券報告書の提出者が外国債等預託証券の発行者であって、当該外国債

等預託証券が金融商品取引所に上場され又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有

価証券として登録された場合には、当該外国債等預託証券について名称、発行年月、

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名等、上場又は登録年月日



等を「第１ 上場債券等の状況」に記載し、発行価額の総額、発行価格、利率、権

利の内容、権利行使請求の方法・条件、決済の方法等を「第２ 上場債券等に関す

る基本事項」に記載し、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関す

る内閣府令第二号様式記載上の注意⒀のｌに準じて記載するとともに、当該外国債

等預託証券に表示される権利に係る外国債等の内容について記載すること。

なお、当該外国債等預託証券に関し、投資判断に重要な影響を及ぼすと判断され

る会社（例えば、預託を受けている者）の情報がある場合には、本様式中「第４ 発

行者の概況」の次に「第５ その他の重要な会社の情報」の項を設け、企業内容等

の開示に関する内閣府令第二号様式第三部中「第２ 保証会社以外の会社の情報」

に準じて記載すること。

ｃ 次に掲げる事項を除き、第二号様式に準じて記載すること。

⑵ 代表者の役職氏名

発行者を代表して有価証券報告書を提出する権限を有する者（以下この⑵において

「代表者」という。）の役職名及び氏名を記載すること（法第27条の30の５第１項の規
定により有価証券報告書を書面で提出する場合には、併せて「代表者の役職氏名」の

下に代表者が署名すること。）。

⑶ 事務連絡者氏名

本邦内に住所を有する者で関東財務局長から命令、指示又は連絡を受けるものの氏

名を記載すること。

⑷ 縦覧に供する場所

縦覧に供する金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の名称及び事務所の所在

地を記載すること。

⑸ 上場債券等の状況

ａ 金融商品取引所に上場され又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券とし

て登録された債券について記載すること。

ｂ 法第２条第１項第６号に掲げるものの性質を有する有価証券については、ａに準

じて記載すること。

⑹ 外国為替相場の推移

ａ 上場した債券が外国通貨をもって表示されるものである場合には、当該外国通貨

と本邦通貨との間の為替相場の推移を記載すること。

ｂ 平均相場とは、会計年度（又は事業年度）の各月末日における為替相場の平均額

をいう。

ｃ 当該外国通貨と本邦通貨との間の為替相場が、国内において時事に関する事項を

掲載する２以上の日刊新聞紙に最近５年間の会計年度（又は事業年度）及び最近６

月間において掲載されている場合には、記載を省略することができる。


